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賛助会員申込書 
 

次の事項を宣誓のうえ、また、貴機構定款施行規則第５条の各項を理解のうえ、貴機構の賛助会員
になることを申し込みます。 

1. 貴機構の目的に賛同すること 

2. 外国人特定技能労働者及び外国人技能実習生の制度の運用とその改善に役立つ業務に関わってい
る等、貴機構の事業に協力すること 

3. 会社法その他の関係法令に則って設立され、実働していること 
4. 反社会的勢力と関わりのないこと 
5. 賛助会員の名称を自己の事業に利用しないこと 

6. 貴機構に対して、暴力的な要求行為、不当な要求行為、脅迫的な言動その他これに準ずる行為を
行わないこと 

7. 貴機構が依頼する調査会社による当社調査(主業の事業内容等)がある場合は協力すること 

8. その他貴機構の定めに従うこと 

    

 

 (備考)１．この申込書は、郵送でお送りください。「会社・法人案内」又は「会社・法人概要」を同封してください。 

 ２．帝国データバンク企業コードが不明な場合は、ＴＤＢ企業サーチhttps://www.tdb.co.jp/service/u/1000.jspで検索するか、 

   帝国データバンク(Tel：03-5919-9216)に照会してください。 

        ３．理事会承認後に承認通知と併せて、会費等のご請求をさせて頂きます。 

部署名

役職名

フリガナ

氏 名

Eメール

フ リ ガ ナ

法 人 名

フ リ ガ ナ

役 職 名

フ リ ガ ナ

代 表 者 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

所 在 地

〒

TEL： 設立年月日：　　年 　月 　日

FAX： 会員数（団体の場合）：

会社・法人の

webサイトのURL

法人番号(13桁)

帝国データバンク
企業コード番号(9桁)

　　１ 無　　２ 有　→

主業となる事業 　　１ 外食業　　２ 飲食料品製造業　　３ その他（　　　　　　　　　　　　）

連
絡
担
当
者

TEL：

FAX：

https://www.tdb.co.jp/service/u/1000.jsp


（賛助会員申込書 裏面） 
 
 

一般社団法人食品産業技能評価機構定款施行規則（抜粋） 
 

 

 
（賛助会員） 

第５条 賛助会員は、本法人の事業を援助する個人、法人または団体であって、理事会が、

賛助会員の名称を付与した者をいう。 

２ 賛助会員になろうとする者は、次の事項を記載した申込書を、本法人に提出しなければな

らない。 

（１）本法人の目的に賛同すること 

（２）外国人特定技能労働者及び外国人技能実習生の制度の運用とその改善に役立つ業

務に携わっている等本法人の事業に協力すること 

（３）会社法その他の関係法令に則って設立され実働しているものであること 

（４）その他必要な事項 

３ 賛助会員の名称を付与する決定をしたときは、すみやかにその者を賛助会員名簿に登録

する。 

４ 賛助会員は、次の各号の会費を納入しなければならない。 

（１）入会時賛助会費 別に定める額 

（２）年度賛助会費 別に定める額 

５ 賛助会員に申込書に反する行為その他本法人の目的に適さない行為があったときは、理

事会は賛助会員の名称付与を取り消すことができる。 

６ 賛助会員の名称を辞退しようとするときは、名称辞退届を提出しなければならない。 

７ 賛助会員が、第４項各号に定める会費を３か月を超え支払わないときは、賛助会員の名 

称を辞退したものとみなすことができる。 

８ 前３項により賛助会員の名称を喪失したときは、当該賛助会員であった者は、本法人に対

する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。また、

既納の賛助会費及びその他の拠出金は、賛助会員の名称を喪失した場合でもこれを返還し

ない。 

 

 


